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台
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に
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参
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の
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三
　
遺
伝
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換
え
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に
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る
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八
年
の
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民
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㈠
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Ｔ
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と
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会
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九
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八
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四
　
一
九
九
八
年
市
民
会
議
に
対
す
る
民
主
主
義
的
観
点
か
ら
の
評
価

　
㈠
　「
市
民
参
加
」
の
進
展

―
環
境
問
題
を
中
心
に

―

　
㈡
　「
市
民
会
議
」
の
民
主
的
正
当
性

五
　
結
び
に
代
え
て

 

小

川

有

希

子

フ
ラ
ン
ス
の
科
学
技
術
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る

　「
参
加
民
主
主
義
」
の
実
践

―�
農
業
・
食
品
産
業
に
お
け
る
遺
伝
子
組
換
え
作
物
の
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用
に
関
す
る
一
九
九

八
年
の
「
市
民
会
議
」
を
例
に

―
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一
　
は
じ
め
に

　
科
学
技
術
に
関
し
て
は
、
急
速
な
進
歩
、
高
度
の
専
門
性
、
規
範
に
つ
い
て
社
会
的
合
意
の
生
成
の
し
に
く
さ
と
い
っ
た
性
質
か
ら
、

立
法
に
馴
染
ま
な
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
の
議
論
が
進
展
し
て
き
た
。
学
会
や
行
政
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ

る
科
学
技
術
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
あ
り
方
は
、「
民
主
的
正
統
性
」
の
欠
如
と
い
う
批
判
に
度
々
晒
さ
れ
な
が
ら
も
、
現
時
点
に

お
い
て
ベ
タ
ー
な
方
法
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
科
学
技
術
の
進
歩
・
応
用
は
、
社
会
に
「
福
音
」
を
も
た
ら

す
も
の
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
社
会
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
、「
専
門
職
能
の
自
律
」
へ
の
尊
重
、
信
頼
そ
し
て
期
待
が
あ
る
。
専

門
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
行
政
の
審
議
会
・
委
員
会
等
も
多
層
的
に
設
置
さ
れ
、「
制
度
的
規
制
な
し
の
秩（
1
）序」
の
維
持
が
図
ら
れ
て

き
た
。
他
方
で
、
当
該
技
術
自
身
の
社
会
的
妥
当
性
な
い
し
当
該
技
術
規
制
の
社
会
的
妥
当
性
を
問
う
場
面
で
は
、
様
々
な
次
元
で
「
市

民
参
加
」
の
手
続
き
が
採
ら
れ
、
一
種
の
社
会
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
構
築
し
つ
つ
あ
る
。
専
門
職
能
自
身
が
、
社
会
と
対
話
を
図
り
、
社
会

に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
で
、
社
会
の
安
全
確
保
と
技
術
の
進
歩
と
を
共
存
さ
せ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ

う
な
状
況
に
対
し
て
は
、「
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
」（
憲
法
四
一
条
）
た
る
国
会
の
議
を
経
な
い
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
技
術
統
制
を
行
う
こ

と
に
慎
重
な
立
場
か
ら
、「
専
門
職
能
の
自
律
」
を
名
目
に
、
過
度
の
裁
量
が
研
究
者
集
団
又
は
研
究
者
個
人
に
押
し
付
け
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
い（
2
）か、「
市
民
参
加
」
手
続
の
履
践
に
民
主
的
正
当
性
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
、
そ
こ
に
参
加
す
る
者
に
当

該
技
術
に
関
す
る
終
局
的
な
責
任
を
転
嫁
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
「
市
民
参
加
」
が
特
定
の
科
学
技
術
の
正
統
性
を
調
達

す
る
た
め
に
「
ア
リ
バ
イ
作
り
」
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い（
3
）かと
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
状
況
に
直
面
し
た
と
き
に
、
憲
法
学
の
立
場
か
ら
何
を
言
い
う
る
か
。
科
学
技
術
に
つ
い
て
は
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型

の
秩
序
形
成
が
期
待
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
従
来
、
憲
法
学
の
立
場
か
ら
は
多
く
を
語
ら
な
い
の
が
主
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
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技
術
の
急
速
な
発
展
は
、
専
門
家
に
任
せ
る
こ
と
が
妥
当
で
は
な
い
領
域
や
国
家
主
導
の
戦
略
的
政
策
が
望
ま
れ
る
領
域
を
出
現
さ
せ
、

科
学
技
術
は
、
国
民
生
活
に
密
着
し
た
分
野
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
家
に
よ
る
方
向
付
け
を
期
待
さ
れ
る
分
野
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、

原
子
力
発
電
や
遺
伝
子
組
換
え
に
関
す
る
技
術
は
、
人
の
生
命
・
身
体
の
安
全
、
環
境
、
将
来
世
代
の
人
権
な
ど
に
関
わ
る
重
大
な
問
題

で
あ
り
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
熟
議
・
討
議
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
参
加
民
主
主
義
論
の
展
開
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
そ
の
実
践
モ
デ
ル
形
態
を
概
観
し
（
第
二

章
）、
フ
ラ
ン
ス
で
初
め
て
開
催
さ
れ
た
一
九
九
八
年
の
遺
伝
子
組
換
え
作
物
に
関
す
る
市
民
会
議
を
紹
介
し
（
第
三
章
）、
こ
の
市
民
会

議
に
対
す
る
民
主
主
義
的
観
点
か
ら
の
評
価
を
検
討
す
る
（
第
四
章
）
こ
と
を
通
じ
て
、
科
学
技
術
に
関
す
る
規
範
形
成
な
い
し
政
策
決

定
に
つ
い
て
の
正
当
な
方
策
と
し
て
の
市
民
参
加
な
い
し
市
民
会
議
の
実
効
性
・
有
効
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
参
加
民
主
主
義

㈠
　
参
加
民
主
主
義
論
の
台
頭

　「
参
加
民
主
主
義
（participatory dem

ocracy

）」
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
六
二
年
六
月
、「
民
主
社
会
を
め
ざ
す
学
生
（Students for a 

D
em
ocratic Society: SD

S

）」
組（
4
）織の
ポ
ー
ト
・
ヒ
ュ
ー
ロ
ン
宣（
5
）言の
中
で
使
わ
れ
た
言
葉
で
あ
る
が
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
い
わ
ゆ

る
「
参
加
の
噴
出
（participation explo

（
6
）

sion

）」
現
象
の
中
で
、
様
々
な
意
味
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ（
7
）た。

西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
住

民
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ー（
8
）フ、
大
学
運
営
に
関
す
る
助
手
・
学
生
の
参
加
運
動
等
の
様
々
な
「
参
加
」
運
動
が
起
こ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、

学
部
評
議
会
へ
の
学
生
の
参
加
等
を
求
め
た
五
月
革
命
が
起
き
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
そ
の
後
、D

e G
aulle

大
統

領
の
体
制
立
て
直
し
の
合
言
葉
と
し
て
「
参
加
」
が
叫
ば
れ
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ス
ケ
フ
ィ
ン
ト
ン
報
告
を
通
し
て
議
会
制
民
主
主
義
の
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母
国
に
も
市
民
権
が
与
え
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
救
貧
事
業
の
よ
う
な
連
邦
事
業
の
中
で
「
最
大
限
可
能
の
参
加
」（m

axim
um
 

feasible participation

）
が
法
的
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ（
9
）た。

　「
参
加
」
が
一
躍
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
、Carol Patem

an, C. B. 

M
acpherson 

あ
る
い
は Benjam

in Barb

）
10
（er

と
い
っ
た
政
治
学
分
野
の
理
論
家
に
よ
っ
て
参
加
民
主
主
義
論
が
展
開
さ
れ
た
。
広
岡
に

よ
れ
ば
、
参
加
民
主
主
義
理
論
は
、
大
き
く
二
つ
の
立
場
に
分
類
で
き
、
一
方
は
、「
現
代
先
進
資
本
主
義
国
の
民
主
主
義
を
根
本
的
に

変
革
す
る
も
の
と
し
て
参
加
民
主
主
義
を
主
張
す
る
流
れ
」
で
あ
り
、
他
方
は
、「
行
動
主
義
政
治
学
の
枠
組
を
維
持
し
つ
つ
そ
の
な
か

に
参
加
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
流
れ
」
で
あ
）
11
（

る
。Patem
an, M

acpherson, Barber

ら
は
、
前
者
に
代
表
さ
れ
る
論
者
で
あ
り
、「
政

治
哲
学
の
復
権
を
図
ろ
う
と
す
る
立
場
」
と
も
言
え
）
12
（
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者Patem

an

は
、
参
加
民
主
主
義
を
支
え
る
中
心
的
概

念
と
し
て
、「
政
治
的
有
効
）
13
（

感
」
と
「
政
治
的
義
務
」
を
提
示
し
た
。Patem

an

に
よ
れ
ば
、
参
加
民
主
主
義
と
は
、「『
市
民
が
、
ち
ょ

う
ど
め
い
め
い
日
常
生
活
に
お
い
て
様
々
な
約
束
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
発
的
に
自
己
に
義
務
を
課
す
の
と
同
じ
よ
う
に
、
参
加
型
投

票
に
よ
っ
て
自
由
に
自
己
の
政
治
的
義
務
を
創
設
で
き
る
』
よ
う
な
政
治
体
制
を
意
味
し
、
こ
こ
で
は
当
初
そ
の
政
治
的
義
務
の
創
設
に

賛
同
し
な
か
っ
た
少
数
者
は
、
あ
ら
た
め
て
『
多
数
者
の
な
し
た
決
定
に
『
同コ

ン
セ
ン
ト意

』
す
べ
き
か
否
か
を
決
め
る
』
と
さ
れ
）
14
（
る
」
と
い
う
。

広
岡
の
理
解
に
よ
れ
ば
、「
政
治
的
義
務
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
民
主
主
義
を
批
判
し
参
加
民
主
主
義
を
こ

れ
に
代
え
る
も
の
と
し
て
呈
示
す
るPatem

an

は
、「
自
由
民
主
主
義
の
も
と
で
は
政
治
的
義
務
は
市
民
の
国
家
に
対
す
る
縦
の
関
係
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
参
加
民
主
主
義
に
お
い
て
は
市
民
相
互
の
あ
い
だ
の
横
の
関
係
」
と
し
て
「
政
治
的
義
務
」
を
捉
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
紹
介
す
る
一
九
九
八
年
市
民
会
議
を
組
織
・
運
営
し
た
機
関
は
、
市
民
会
議
の
目
的
を
「
政
治
的
責
任
者
（les 

responsables politiques

）」
の
役
割
と
関
連
づ
け
て
説
明
し
て
い
）
15
（
る
。
参
加
民
主
主
義
を
「
政
治
的
義
務
」
と
結
び
つ
け
て
主
張
す
る

Patem
an

の
議
論
は
、
そ
の
観
点
か
ら
非
常
に
興
味
深
い
が
、Patem

an

の
参
加
民
主
主
義
論
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
別
の
機
会
に
譲

る
こ
と
に
し
た
い
。
同
時
期
に
、
カ
ナ
ダ
の
政
治
学
者M

acpherson

は
、
職
場
で
の
労
働
者
参
加
の
実
現
を
通
し
て
、
階
級
社
会
と
し
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て
の
資
本
主
義
社
会
の
矛
盾
を
克
服
し
、
代
表
制
民
主
主
義
を
延
命
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
参
加
民
主
主
義
論
を
展
開
）
16
（
し
、
他
方
、

ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者Barber

は
、
参
加
民
主
主
義
の
現
代
的
な
形
式
と
し
て
、
ス
ト
ロ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（strong dem

ocracy

）

を
構
想
し
た
。
ス
ト
ロ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
市
民
に
よ
る
自
己
統
治
体
（self-governing com

m
unity

）
に
依
拠
し
、
市
民
は
市
民

教
育
に
よ
っ
て
で
は
な
く
同
質
の
利
害
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
、
ま
た
、
利
他
主
義
や
市
民
の
よ
き
性
質
に
よ
っ
て
で
は
な
く
市
民
的
態
度

と
参
加
制
に
よ
っ
て
共
通
目
的
を
抱
き
相
互
作
用
を
為
す
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
た
。
ス
ト
ロ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
政
治
を
単

な
る
「
生
き
方
（w

ay of life

）」
と
は
考
え
ず
、
変
わ
り
や
す
い
が
順
応
性
の
あ
る
性
質
を
持
ち
、
競
合
し
て
い
る
が
重
複
し
て
い
る
利

害
を
持
つ
人
間
が
、
相
互
利
益
の
み
な
ら
ず
相
互
依
存
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
を
求
め
、
共
同
し
て
生
き
て
い
く
た
め
の
方
策
、
す
な

わ
ち
現
在
進
行
形
の
「
生
き
る
道
（w

ay of living

）」
を
提
示
し
て
い
）
17
（
る
。

　
そ
の
後
、Jürgen H

aberm
as

や John Raw
ls

の
台
頭
に
よ
り
、
討
議
民
主
主
義
（dém

ocratie délibérative

）
論
が
、
と
り
わ
け
ア

ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
世
界
や
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
討
議
民
主
主
義
の
理
論
家
は
、
参
加
民
主
主
義

の
経
験
を
主
要
な
着
想
源
の
一
つ
と
し
て
、
討
議
民
主
主
義
論
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、Loïc Blondiaux

に
よ
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
以
下
二
つ
の
理
由
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
思
考
方
法
は
採
ら
れ
て
い
な
い
か
、
そ
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
に
く

い
と
い
う
。
第
一
に
、《délibération

》
と
い
う
用
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
常
に
効
果
的
な
意
思
決
定
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
刑
事
陪
審

員
や
国
会
議
員
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
討
議
の
美
徳
に
文
化
的
愛
着
が
お
そ
ら
く
あ
ま
り

な
い
か
ら
で
あ
）
18
（

る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
討
議
を
そ
れ
自
体
と
し
て
価
値
づ
け
る
よ
う
な
思
考
は
、
議
会
的
理
想
の
核
心
部
に
は
見

出
せ
な
い
。
も
っ
と
も
、Blondiaux

に
よ
れ
ば
、
参
加
民
主
主
義
論
と
討
議
民
主
主
義
論
と
は
、
多
く
の
前
提
事
項
を
共
有
し
て
お
り
、

と
り
わ
け
民
主
主
義
の
定
義
及
び
多
数
決
原
理
と
単
な
る
投
票
活
動
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
市
民
権
の
定
義
に
関
し
て
満
足
し
て
い
な
い
と

い
う
点
に
お
い
て
通
底
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
両
者
を
区
別
す
る
実
益
は
乏
し
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
一
般
的
な
用
語
法
に
則
っ
て
、
参
加
民
主
主
義
の
語
を
採
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
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㈡
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
参
加
」
の
三
類
型

　
さ
て
、Blondiaux

に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、「
参
加
」
の
制
度
化
と
し
て
三
つ
の
形
態
が
あ
り
得
る
と
い
う
。
第
一
に
、
参
加

型
予
算
モ
デ
ル
（Le m

odèle du Budget participatif

）、
第
二
に
、
公
開
討
論
モ
デ
ル
（Le m

odèle du débat public

）、
第
三
に
、
市
民
陪

審
モ
デ
ル
（Le m

odèle du jury de citoyens

）
で
あ
）
19
（
る
。

1　

参
加
型
予
算
モ
デ
ル

　
参
加
型
予
算
モ
デ
ル
は
、
一
八
世
紀
以
降
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
部
で
行
わ
れ
て
き
た
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
代
表
さ
れ
る
形
態

で
あ
り
、
予
算
策
定
と
い
う
特
定
の
政
策
分
野
に
お
け
る
、
民
衆
集
会
的
な
会
議
体
を
基
盤
と
す
る
政
策
決
定
の
過
程
や
制
）
20
（

度
の
こ
と
で

あ
る
。
近
年
で
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
ポ
ル
ト
・
ア
レ
グ
レ
市
で
行
わ
れ
た
民
衆
集
会
が
、
成
功
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

2　

公
開
討
論
モ
デ
ル

　
公
開
討
論
モ
デ
ル
は
、
今
日
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
都
市
計
画
の
分
野
で
広
く
行
わ
れ
、
法
制
度
化
さ
れ
て
い
る
形
態
で

あ
る
。
後
に
詳
述
す
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
、
リ
ヨ
ン
―
マ
ル
セ
イ
ユ
間
の
Ｔ
Ｇ
Ｖ
建
設
に
際
し
て
起
き
た
大
規
模
な
反
対
運
動
を
受
け

て
、
計
画
の
上
流
に
お
け
る
民
意
調
査
の
手
段
と
し
て
、
公
開
討
論
の
制
度
が
導
入
さ
れ
）
21
（
た
。

3　

市
民
陪
審
モ
デ
ル

　
市
民
陪
審
モ
デ
ル
は
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者Peter C. D

ienel

に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
「
計
画
細
胞
」（
独
：

Plannungzelle, 

仏
：cellules de planification

）
や
一
九
七
四
年
に
設
置
さ
れ
た
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
の
市
民
陪
審
（citizen 
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juries

）
に
見
ら
れ
る
形
態
で
あ
）
22
（
る
。Blondiaux

は
、
本
稿
で
紹
介
す
る
一
九
九
八
年
の
市
民
会
議
を
、
第
三
モ
デ
ル
に
位
置
付
け
て
い

る
。

三
　
遺
伝
子
組
換
え
作
物
に
関
す
る
一
九
九
八
年
の
市
民
会
議

　
本
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
会
議
を
取
り
扱
う
が
、
一
九
九
八
年
の
会
議
は
科
学
技
術
評
価
の
た
め
の
議
会
オ
フ
ィ
ス
（O

ffice 

parlem
entaire d

’évaluation des choix scientifiques et technologiques: O
PECST

、
以
下
「
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
」
と
い
う
。）
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ

て
お
り
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
は
、
議
会
Ｔ
Ａ
の
一
種
と
し
て
の
側
面
を
有
す
る
。
従
っ
て
、
議
会
Ｔ
Ａ
及
び
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
に
つ
い
て
の
基

本
的
事
項
を
確
認
し
た
の
ち
、
一
九
九
八
年
市
民
会
議
の
実
際
の
運
用
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

㈠
　
議
会
Ｔ
Ａ
と
市
民
会
議

1　

参
加
型
Ｔ
Ａ
の
一
形
態
と
し
て
の
市
民
会
議

　
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
（conférence de consensus
）
は
、
医
療
関
係
の
専
門
家
間
で
の
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」（
合
意
）
を
形
成
す
る
た
め

に
ア
メ
リ
カ
で
試
み
ら
れ
た
手
法
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
最
初
に
開
催
さ
れ
た
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
で
は
、「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
と
は
、

政
治
的
、
社
会
的
利
害
を
め
ぐ
っ
て
論
争
状
態
に
あ
る
科
学
的
も
し
く
は
技
術
的
話
題
に
関
し
て
、
素
人
か
ら
な
る
グ
ル
ー
プ
が
専
門
家

に
質
問
し
、
専
門
家
の
答
え
を
聞
い
た
後
で
、
こ
の
話
題
に
関
す
る
合
意
を
形
成
し
、
最
終
的
に
彼
ら
の
見
解
を
記
者
会
見
の
場
で
公
表

す
る
た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
）
23
（
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
的
伝
統
に
よ
り
適
う
と
し
て
、「
市
民
会

議
」（conférence de citoyens

）
の
用
語
が
好
ま
れ
）
24
（

た
。
フ
ラ
ン
ス
の
「
市
民
会
議
」
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
技
術
委
員
会
（D

anish Board of 

Technology: D

）
25
（BT

）
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
を
モ
デ
ル
に
組
織
さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
実
施
さ
れ
た
市
民
会
議
と
、
い
わ
ゆ
る
コ
ン
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セ
ン
サ
ス
会
議
と
は
、
実
質
的
に
は
同
じ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
）
26
（
る
。
Ｄ
Ｂ
Ｔ
は
、
科
学
技
術
の
発
展
を
監
視
し
、
そ
れ
が
社
会
や
市
民

に
与
え
る
影
響
を
調
査
・
研
究
し
、
独
立
の
立
場
か
ら
そ
の
社
会
的
影
響
の
評
価
を
行
う
、
い
わ
ゆ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト

（Technology Assessm
ent: TA

）
機
関
で
あ
る
が
、
科
学
技
術
の
評
価
を
専
門
家
で
な
く
市
民
の
参
画
も
得
て
行
う
、
い
わ
ゆ
る
参
加
型

Ｔ
Ａ
（participatory TA

）
と
し
て
構
想
さ
れ
、
そ
の
一
つ
の
手
法
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
で
あ
っ
た
。
Ｔ
Ａ
は
、「
従
来
の
研
究
開
発
・

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
や
法
制
度
に
準
拠
す
る
こ
と
が
困
難
な
先
進
技
術
に
対
し
、
そ
の
技
術
発
展
の
早
い
段
階
で
従
来
の
様
々
な

社
会
的
影
響
を
予
期
す
る
こ
と
で
、
技
術
や
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
や
意
思
決
定
を
支
援
す
る
制
度
や
活
動
を
指
す
）
27
（

」
と

定
義
さ
れ
、
そ
の
目
的
や
手
法
に
よ
り
、
参
加
型
Ｔ
Ａ
の
他
に
も
、
構
築
的
Ｔ
Ａ
（constructive TA

）、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
Ｔ
Ａ
（real-tim

e 

TA

）
等
の
類
型
が
あ
）
28
（

る
。

　
欧
州
諸
国
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
各
国
ご
と
に
議
会
に
よ
る
関
与
の
下
で
Ｔ
Ａ
を
行
う
議
会
Ｔ
Ａ
機
関
が
設
立
さ
れ
、
一
九
九
〇

年
に
は
、
そ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
関
と
し
て
、
欧
州
議
会
Ｔ
Ａ
（European Paarliam

entary Technology Assessm
ent: E

）
29
（

PTA

）
が
設

立
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
か
ら
は
、
一
九
九
八
年
の
市
民
会
議
を
組
織
し
た
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
が
加
盟
し
て
い
る
。

2　

Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ

　
⑴
　
設
立
の
背
景

　
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
は
、
一
九
八
三
年
の
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
の
設
置
に
関
す
る
法
律
（loi n

o 83 -609 du
8
juillet 1983 portant creation d

’une 

delegation parlem
entaire dénom

ée office parlem
entaire d

’evaluation des choix scientifiques et techniques

）
に
基
づ
き
、
議
会
内
部
に

設
置
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
に
入
り
、
科
学
技
術
に
よ
る
社
会
や
環
境
へ
の
影
響
が
強
ま
る
と
、
一
方
で
経
済
停
滞
・
低

雇
用
を
脱
す
る
方
策
と
し
て
の
技
術
へ
の
期
待
、
他
方
で
科
学
技
術
に
関
す
る
決
定
を
専
門
家
や
政
府
だ
け
に
任
せ
て
お
く
こ
と
に
対
す

る
懸
）
30
（

念
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
生
じ
）
31
（

た
。
科
学
技
術
評
価
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
を
受
け
、
一
九
八
二
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年
六
月
、
国
民
議
会
（
下
院
）
の
生
産
物
委
員
会
（la com

m
ission de la production

）
は
、
科
学
技
術
評
価
の
た
め
の
組
織
を
議
会
内
部

に
設
置
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
案
を
提
出
し
た
。
当
該
法
案
は
、
上
院
と
下
院
に
お
け
る
計
五
回
の
読
会
を
経
て
、
一
九
八
三
年
七

月
八
日
に
審
署
さ
れ
て
い
る
。
審
議
過
程
で
特
に
強
調
さ
れ
た
の
は
、
科
学
技
術
に
関
す
る
政
府
の
決
定
に
対
す
る
議
会
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
有
効
性
の
強
化
を
図
る
こ
と
、
及
び
、
科
学
技
術
に
関
す
る
決
定
に
対
す
る
真
に
民
主
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
市
民
に
地
域
レ
ベ
ル

で
参
加
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
達
成
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
規
事
業
開
発
に
あ
た
り
、
環
境
へ
の
影

響
評
価
手
続
き
に
市
民
を
参
加
さ
せ
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
当
時
は
想
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
）
32
（
る
。
も
っ
と
も
、

Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
が
本
格
的
に
活
動
を
開
始
し
た
の
は
、
一
九
八
八
年
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
議
院
内
閣
制
の
下
、
議
会
が
政
府
に
対

抗
す
る
組
織
を
持
つ
こ
と
は
、
与
党
の
政
策
に
対
す
る
牽
制
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
与
党
か
ら
の
反
対
に
遭
い
、
実
現
に
五
年
を
要
し
て

い
る
。

　
一
九
九
七
年
に
は
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
が
、
科
学
と
政
策
の
間
の
仲
介
役
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
今
で
は
議
会
に
と
っ

て
不
可
欠
の
機
関
と
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
国
内
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
及
び
世
界
に
対
し
て
科
学
的
な
影
響
力
を
持
つ
に
至
っ
た

こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
八
三
年
法
以
降
に
生
じ
た
新
た
な
技
術
（
情
報
通
信
技
術
等
）、
環
境
と
自
然
災
害
（
自
然
災
害
の
予
防
・
予
測
、

ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
等
）、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
（
原
子
力
施
設
の
安
全
性
、
核
廃
棄
物
管
理
等
）、
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
に
関
す
る
技
術
（
遺
伝
子
組

み
換
え
植
物
や
生
殖
補
助
医
療
等
）
な
ど
に
関
す
る
決
定
を
正
し
く
評
価
す
る
た
め
に
、
構
成
員
の
多
様
性
及
び
機
関
の
機
能
の
向
上
を
目

的
と
し
て
、
元
老
院
（
上
院
）
の
経
済
問
題
委
員
会
か
ら
、
改
正
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。
構
成
員
の
人
数
の
増
加
（
各
院
八
人
↓
一
八
人
）、

補
助
機
関
と
し
て
の
科
学
技
術
評
議
会
（Conseil scientifique

）
の
創
設
を
盛
り
込
ん
だ
改
正
法
案
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
成
立
し
、
現
在

は
、
一
九
八
三
年
法
の
一
部
と
二
〇
〇
〇
年
法
が
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
の
根
拠
法
令
と
な
っ
て
い
）
33
（
る
。

　
⑵
　
制
度
の
概
要

　
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
は
、
あ
く
ま
で
議
会
内
組
織
で
あ
り
、
行
政
府
と
は
関
係
が
な
い
。
政
界
と
学
会
と
を
媒
介
す
る
組
織
と
し
て
、
あ
る
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い
は
政
治
と
科
学
の
対
話
の
場
と
し
て
の
性
格
を
有
し
、
上
院
と
下
院
が
永
続
的
に
協
力
す
る
唯
一
の
機
関
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
）
34
（
る
。

議
会
審
議
の
前
段
階
と
し
て
活
動
す
る
伝
統
あ
る
機
関
と
し
て
の
自
負
は
、
報
告
書
の
端
々
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
の

憲
法
改
正
及
び
そ
れ
を
受
け
た
二
〇
〇
九
年
の
議
員
規
則
改
正
に
よ
り
、
本
会
議
の
審
議
の
合
理
化
が
図
ら
れ
て
い
る
現
状
で
は
、
本
会

議
の
よ
う
な
時
間
的
制
約
の
な
い
委
員
会
審
議
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
二
〇
一
二
年
以
降
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
が
、
議
会
制
民
主
主
義
に
資
す
る
機
関
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と

は
、「
進
取
の
気
性
に
富
ん
だ
法
律
を
、
議
会
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
て
制
定
す
る
に
は
、
よ
く
情
報
収
集
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」「
法
案
提
出
に
関
す
る
議
会
と
政
府
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
調
整
す
る
時
期
で
あ
る
」
と
い
っ
た
議
長
の
言
葉
に
現
れ
て
い
）
35
（

る
。
特
に
、

公
聴
会
（audition publique
）
が
民
主
主
義
の
核
心
で
あ
る
こ
と
は
、
度
々
言
及
さ
れ
て
お
り
、
公
聴
会
の
存
在
は
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
の

民
主
主
義
的
性
格
を
強
く
裏
付
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
は
、
あ
る
科
学
技
術
を
選
択
し
た
場
合
に
生
ず
る
結
果
に
つ
い
て
議
会
に
情
報
提
供
す
る
こ
と
を
そ
の
任
務
と
す
る
。

そ
の
た
め
に
、
当
該
科
学
技
術
に
つ
い
て
の
情
報
収
集
、
調
査
、
及
び
評
価
を
行
う
（Art. 

第
六
条
の
三
）。
情
報
収
集
の
た
め
に
必
要
な

場
合
に
は
、
専
門
家
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
他
、
公
聴
会
を
開
催
し
て
、
専
門
家
及
び
市
民
か
ら
広
く
意
見
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
は
、
各
政
党
の
議
席
比
率
に
応
じ
て
、
両
議
院
か
ら
選
任
さ
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
名
の
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

二
〇
〇
〇
年
法
以
前
は
、
各
々
八
名
の
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
科
学
技
術
の
進
展
に
伴
っ
て
生
ず
る
多
様
な
問
題
に
対
処

す
る
た
め
、
多
様
な
専
門
知
識
を
有
す
る
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
定
員
を
大
幅
に
増
大
し
た
。

　
さ
ら
に
、
科
学
評
議
会
（Conseil Scientifique

）
が
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
の
補
助
機
関
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
法
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
。

二
四
名
の
科
学
技
術
に
関
す
る
専
門
家
か
ら
構
成
さ
れ
、
任
期
は
三
年
で
あ
る
。
多
様
性
の
反
映
と
い
う
観
点
か
ら
組
織
さ
れ
、
こ
れ
は

二
〇
〇
〇
年
改
正
の
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
。
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㈡
　
一
九
九
八
年
の
市
民
会
議

1　

背　

景

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
の
環
境
放
出
に
関
す
る
一
九
九
〇
年
の
指
令
（90/220/EEC

、
以
下
「
旧
環
境
放
出
指
令
」
と
い

う
。）
の
国
内
法
化
に
伴
い
、
一
九
九
〇
年
代
初
め
か
ら
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
が
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
心
を
示
し
始
め
）
36
（
た
。
一
九
九

〇
年
に
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
に
よ
り
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
農
業
及
び
農
食
品
産
業
へ
の
バ
イ
ト
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
適
用
に
関
す
る
報
告
）
37
（

書
」

が
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
最
初
の
報
告
書
で
あ
り
、
旧
環
境
放
出
指
令
の
国
内
法
化
に
向
け
た
一
連
の
過
程
の
中
で
作
成
さ
れ

て
い
る
。
一
九
九
八
年
に
は
、
本
章
で
取
扱
う
市
民
会
議
の
翌
月
に
、
遺
伝
子
組
換
え
の
領
域
で
生
じ
始
め
た
諸
問
題
に
つ
い
て
「
遺
伝

子
に
つ
い
て
の
理
解
か
ら
そ
の
利
用
へ

―
第
一
部
：
農
業
及
び
食
品
産
業
に
お
け
る
遺
伝
子
組
換
え
作
物
の
利
）
38
（

用
」
が
ま
と
め
ら
れ
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
遺
伝
子
組
換
え
作
物
栽
培
規
制
の
政
治
過
程
（
一
九
九
六
‐
二
〇
〇
八
年
）
を
調
査
研
究
し
た
早
川
の
論
）
39
（
文
に
よ
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
遺
伝
子
組
換
え
栽
培
政
策
は
、
①
政
権
に
か
か
わ
ら
ず
遺
伝
子
組
換
え
作
物
の
栽
培
を
推
進
し
て
い
た
推
進
期
（
一

九
九
六
年
後
半
ま
で
）、
②
政
権
に
よ
っ
て
賛
成
・
反
対
に
大
き
く
揺
れ
て
い
た
混
乱
期
（
一
九
九
六
年
一
一
月
‐
一
九
九
九
年
五
月
）、
③
遺

伝
子
組
換
え
作
物
の
問
題
が
環
境
問
題
や
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
動
き
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
リ
ン
ケ
ー
ジ

期
（
一
九
九
九
年
六
月
‐
二
〇
〇
七
年
六
月
）、
そ
し
て
④
旧
環
境
放
出
指
令
を
置
き
換
え
る
二
〇
〇
一
年
の
環
境
放
出
指
令
（2001/18/EC

、

以
下
「
新
環
境
放
出
指
令
」
と
い
う
。）
を
国
内
法
化
し
て
、
遺
伝
子
組
換
え
作
物
の
栽
培
を
事
実
上
容
認
す
る
二
〇
〇
八
年
法
成
立
期
（
二

〇
〇
七
年
五
月
‐
二
〇
〇
八
年
六
月
）
の
四
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
一
九
九
八
年
市
民
会
議
は
、
遺
伝
子
組
換
え
作
物
の
栽
培
に
関
す
る
政

策
が
安
定
せ
ず
、
賛
成
派
と
反
対
派
の
間
で
世
論
も
大
き
く
揺
れ
動
い
た
混
迷
期
に
開
催
さ
れ
、
社
会
的
関
心
を
集
め
た
。

　
一
九
九
七
年
秋
、Lionel Jospin

首
相
は
、N

ovartis

社
の
遺
伝
子
組
換
え
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
栽
培
を
許
可
す
る
と
と
も
に
、
半
年
後
に

市
民
会
議
を
実
施
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
首
相
官
邸
に
お
い
て
行
わ
れ
た
公
式
発
表
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
世
論
は
未
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だ
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
十
分
な
情
報
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
市
民
は
、
医
薬
品
の
た
め
に
遺
伝
子
組
換
え
作
物
に
頼
る

こ
と
は
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
食
糧
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
は
消
極
的
な
よ
う
で
あ
る
。
遺
伝
子
工
学
の
領
域
に
お
い
て
偉

大
な
科
学
的
経
験
が
あ
る
と
は
い
え
、
市
民
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
見
の
表
明
と
対
立
な
く
選
択
さ
れ
る
将
来
に
合
意
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て

い
る
。
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
が
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
に
よ
っ
て
オ
ー
ガ
ナ
イ
ズ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。」「
科
学
的
な
調
査
研
究
に
よ
っ
て
、
環
境

へ
の
リ
ス
ク
が
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
、
公
開
討
論
が
完
了
す
る
ま
で
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
以
外
の
植
物
（
と
く
に
、
ア
ブ
ラ
ナ
や
テ
ン
サ

イ
）
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
販
売
承
認
も
な
さ
れ
な
）
40
（
い
。」
と
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
「
市
民
会
議
」
は
、Jospin

首
相
の
前
のAlain Juppé

首
相
時
代
に
構
想
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
六

年
一
二
月
、
欧
州
委
員
会
は
、
遺
伝
子
組
換
え
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
流
通
及
び
栽
培
を
許
可
し
た
が
、Juppé

首
相
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
条

項
（clause de sauvegarde

）
を
適
用
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
土
に
お
け
る
栽
培
の
一
時
的
中
止
を
決
定
し
た
。
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
条
項
と
は
、

Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
承
認
さ
れ
た
遺
伝
子
組
換
え
作
物
で
あ
っ
て
も
、
承
認
後
に
新
た
に
重
大
な
リ
ス
ク
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
新

証
拠
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
再
評
価
が
完
了
す
る
ま
で
、
Ｅ
Ｕ
各
国
が
そ
の
利
用
や
販
売
を
一
時
的
に
制
限
ま
た
は
禁
止
で
き
る
と
い

う
新
環
境
放
出
指
令
に
含
ま
れ
る
条
項
を
指
す
。
こ
の
と
き
、
国
内
に
お
い
て
も
、
よ
り
詳
細
な
聴
取
・
調
査
を
要
す
る
と
し
て
、
市
民

会
議
に
よ
る
方
法
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
選
挙
で
、
共
和
国
連
合
は
敗
北
し
、
社
会
党
が
、
共
産
党
・
緑
の
党
な
ど

と
と
も
に
、
左
派
連
立
政
権
を
発
足
さ
せ
、Jospin

が
首
相
に
就
任
し
た
（
第
三
次
コ
ア
ビ
タ
シ
オ
ン
）。Jospin

は
、
遺
伝
子
組
換
え
作

物
開
発
推
進
へ
と
政
策
を
一
転
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
、Jospin
が
Ｅ
Ｕ
統
合
の
深
化
に
積
極
的
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
決
定
さ
れ
た

こ
と
は
加
盟
国
レ
ベ
ル
で
も
実
施
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
、
早
川
は
分
析
し
て
い
）
41
（

る
。

2　

組　

織

　
⑴
　
報
告
者
（rapporteur

）
の
選
）
42
（
任
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一
九
九
七
年
一
二
月
三
日
の
国
会
で
、
農
業
及
び
環
境
大
臣
が
、
市
民
会
議
の
組
織
・
運
営
を
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
に
委
託
す
る
こ
と
を
提

案
す
る
と
、Jean-Yves Le D

éaut

が
、
こ
の
案
件
に
つ
い
て
の
報
告
者
と
し
て
任
命
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
国
民
議
会
ま
た
は
元
老

院
い
ず
れ
か
の
理
事
部
（Bureau

）
に
よ
っ
て
審
議
が
付
託
さ
れ
る
と
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
で
は
、
案
件
ご
と
に
報
告
者
が
選
任
さ
れ
る

（
一
九
五
八
年
一
一
月
一
七
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
八
‐
一
一
〇
〇
号6ter

条
）
こ
と
に
な
っ
て
い
）
43
（
る
。Le D

éaut

は
、「
遺
伝
子
に
つ
い
て
の

理
解
か
ら
そ
の
利
用
へ
」
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
を
与
え
ら
れ
た
が
、
ま
ず
は
、「
農
業
・
食
品
産
業
に
お
け
る
遺
伝
子
組
換
え
作
物
の

利
用
」
に
関
し
て
生
ず
る
諸
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
さ
ら
に
、Le D

éaut

は
、
こ
の
案
件
に
つ
い
て
の
調
査
過
程
を

四
つ
の
異
な
る
段
階
に
文
節
し
た
。
①
フ
ラ
ン
ス
国
内
外
に
お
け
る
一
〇
〇
を
超
え
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
実
施
、
②
専
門
家
と
諸
利
益
代

表
が
主
張
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
公
聴
会
（audition publique

）
と
討
論
の
開
催
、
③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
オ
ー
プ
ン

フ
ォ
ー
ラ
ム
、
そ
し
て
④
市
民
会
議
で
あ
）
44
（

る
。
一
九
九
八
年
報
告
書
は
、
こ
の
全
体
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
が
、
本
稿
に
関
わ
る
の
は
、

④
市
民
会
議
に
関
す
る
組
織
・
運
営
の
部
分
で
あ
る
。

　
⑵
　
運
営
委
員
会
（com

ité de pilotage
）
の
設
置

　
プ
ロ
セ
ス
全
体
の
中
立
性
と
透
明
性
を
最
大
限
確
保
す
る
た
め
に
、
会
議
の
組
織
・
運
営
は
、
あ
ら
ゆ
る
必
要
な
決
定
を
独
立
の
立
場

で
一
括
し
て
担
う
運
営
委
員
会
に
委
ね
ら
れ
た
。
委
員
会
は
、
七
人
の
専
門
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
が
、
二
つ
の
異
な
る
見
地
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
選
任
さ
れ
て
い
る
。
会
議
の
方
法
論
的
に
よ
い
運
行
を
確
保
す
る
見
地
か
ら
は
、
社
会
科
学
の
専
門
家
三
人
が
選
ば
れ
た
。
技
術

応
用
に
関
す
る
知
見
を
得
る
見
地
か
ら
は
、
植
物
へ
の
遺
伝
子
工
学
の
適
用
に
つ
い
て
の
専
門
家
四
人
が
選
ば
れ
た
。

　
そ
の
他
に
も
、
委
員
会
事
務
局
と
会
議
の
実
質
的
な
組
織
運
営
に
関
わ
る
議
員
職
員
二
人
と
、
メ
デ
ィ
ア
担
当
者
一
人
も
選
出
さ
れ
て

い
る
。
市
民
に
広
く
情
報
提
供
を
行
う
観
点
か
ら
、
よ
り
公
平
に
す
べ
て
の
メ
デ
ィ
ア
が
適
時
に
同
一
の
情
報
を
受
信
で
き
る
よ
う
、
他

方
で
、
市
民
パ
ネ
ル
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
護
さ
れ
る
よ
う
、
メ
デ
ィ
ア
対
応
に
も
配
慮
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
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⑶
　
市
民
パ
ネ
ル
の
選
定

　
市
民
パ
ネ
ル
の
選
定
に
関
わ
る
作
業
も
、
運
営
委
員
会
の
大
事
な
役
割
の
一
つ
で
あ
る
。
六
月
の
市
民
会
議
に
先
立
ち
、
市
民
会
議
で

専
門
家
と
議
論
を
し
、
専
門
家
に
質
問
を
す
る
た
め
に
必
要
な
最
低
限
の
知
識
・
能
力
を
養
成
す
る
た
め
に
、
四
月
と
五
月
に
は
、
二
回

の
週
末
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
長
期
に
わ
た
り
、
市
民
パ
ネ
ル
を
継
続
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
も
懸
案
事
項
と

な
っ
て
い
た
。

　
デ
ン
マ
ー
ク
や
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
で
は
、
会
議
の
目
的
と
方
法
を
広
報
し
、
運
営
委
員
会
が
、
志
願
者
が
提
出
す
る
志

望
動
機
書
に
基
づ
い
て
パ
ネ
ル
を
選
定
す
る
例
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
有
す
る
運
営
委
員
会
が
、
果
た
し
て
、

社
会
、
文
化
、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
均
衡
を
尊
重
し
、
パ
ネ
ル
の
多
様
性
を
確
保
す
る
よ
う
な
や
り
方
で
、
パ
ネ
ル
を
選
定
し
て

い
る
か
、
あ
る
い
は
選
定
で
き
る
か
ど
う
か
、
問
題
と
な
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
市
民
パ
ネ
ル
の
選
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
世
論
調
査
研
究
所
（Institut français d

’opinion publique: IFO
P

）
に
委
託
さ
れ

た
。
た
だ
し
、
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
男
女
比
が
均
衡
す
る
こ
と
、
各
年
代
の
人
数
が
年
齢
階
級
別
人
口
比
率
に
合
致
す
る
こ
と
、
職
業
、

多
様
な
文
化
的
知
識
、
支
持
政
党
・
宗
教
の
多
様
性
、
地
域
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
規
模
を
尊
重
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
配
慮
が
求
め
ら
れ
た
。

科
学
、
と
り
わ
け
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
市
民
パ
ネ
ル
が
多
様
な
意
見
を
持
つ
よ
う
保
証
す
る
こ
と
が

重
要
視
さ
れ
、
最
終
的
に
一
四
人
の
市
民
が
パ
ネ
ル
と
し
て
採
用
さ
れ
）
45
（
た
。

　
⑷
　
週
末
二
回
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

　
い
わ
ゆ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
の
最
大
の
特
徴
の
一
つ
は
、
市
民
と
専
門
家
と
の
対
話
を
図
る
こ
と
に
あ
る
が
、
対
話
を
円
滑
に
進
め

る
た
め
に
は
、
議
論
の
的
と
な
る
事
柄
に
つ
い
て
共
通
知
識
を
有
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
パ
ネ
ル
の
構
成
員
は
、
四
月

と
五
月
の
週
末
二
回
に
わ
た
り
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
た
。
一
回
目
は
、
近
年
に
お
け
る
農
産
物
の
発
展
、
食
品

加
工
の
産
業
技
術
、
栄
養
の
一
般
原
則
、
遺
伝
子
の
基
本
デ
ー
タ
、
植
物
品
種
お
よ
び
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
植
物
の
進
歩
、
を
テ
ー
マ
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に
開
催
さ
れ
た
。
二
回
目
は
、
環
境
、
健
康
、
農
業
、
農
食
品
に
関
わ
る
国
内
外
の
法
的
諸
問
題
が
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

市
民
会
議
で
は
、
五
つ
の
重
要
な
課
題
を
設
定
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
市
民
と
専
門
家
が
議
論
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
⑸
　
専
門
家
の
選
定

　
こ
こ
で
の
「
専
門
家
」
は
、
も
っ
と
も
広
い
意
味
で
考
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
消
費
者
団
体
を
代
表
す
る
者
、
環
境
保
護
団
体
を
代

表
す
る
者
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
業
界
を
代
表
す
る
者
な
ど
、
各
利
益
団
体
の
代
表
者
も
市
民
会
議
で
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
あ

る
い
は
そ
れ
が
望
ま
し
い
「
専
門
家
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
会
議
に
お
け
る
観
点
の
多
様
性
が
、
プ
ロ
セ
ス
の
誠
実
さ
を
保
証
す
る
と
考

え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
運
営
委
員
会
は
、
デ
モ
参
加
者
の
う
ち
摘
発
さ
れ
て
い
な
い
者
、
専
門
的
知
識
・
能
力
を
有
す
る
と
し
て
認
知

さ
れ
て
い
る
者
、
お
よ
び
過
去
に
私
的
あ
る
い
は
公
的
な
公
聴
会
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
者
、
を
記
載
し
た
三
つ
の
フ
ァ
イ
ル
か
ら
、

専
門
家
リ
ス
ト
を
作
成
し
た
。
リ
ス
ト
に
は
、
個
々
の
市
民
パ
ネ
ル
が
知
っ
て
い
る
者
、
噂
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
名
前
な
ど
が
含
ま
れ

る
た
め
、
市
民
パ
ネ
ル
に
は
、
五
つ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
ご
と
に
、
出
席
を
望
む
専
門
家
の
カ
テ
ゴ
リ
を
宣
言
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。

例
え
ば
、
遺
伝
子
組
換
え
作
物
の
利
用
に
よ
っ
て
起
こ
り
う
る
環
境
へ
の
リ
ス
ク
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
業
界
の
代
表
者
、
緑
の
党
の
党
員
、
環
境
省
の
代
表
者
を
選
ぶ
、
と
い
っ
た
や
り
方
で
あ
る
。

3　

実　

施

　
⑴
　
市
民
会
議
の
五
つ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン

　
市
民
会
議
は
、
一
九
九
七
年
六
月
二
一
日
、
二
二
日
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
、
以
下
の
五
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
討
論
・
質

疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
市
民
会
議
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
付
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

　
二
日
目
の
会
議
が
終
わ
る
と
、
パ
ネ
ル
の
メ
ン
バ
ー
は
、
自
分
の
意
見
を
表
明
す
る
最
終
文
書
を
起
草
し
た
。
最
終
文
書
は
、
翌
日
の

午
前
中
に
、
記
者
会
見
で
発
表
さ
れ
る
と
同
時
に
、
議
員
全
員
に
直
ち
に
送
付
さ
れ
た
。
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⑵
　
結
　
末

　
二
日
間
に
わ
た
る
市
民
会
議
の
様
子
は
、
ほ
ぼ
全
て
の
新
聞
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
で
報
道
さ
れ
た
。
市
民
パ
ネ
ル
が
ま
と
め
た
最
終
文

書
の
内
容
の
全
て
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
消
費
者
団
体
、
環
境
保
護
団
体
等
の
利
益
団
体
は
、
最
終
文
書
の
結
論
は

常
識
的
、
中
立
的
な
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
）
46
（
る
。
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
の
一
九
九
八
年
報
告
書
は
、
市
民
会
議
で
討
論
さ
れ
た
五
つ
の

テ
ー
マ
を
、
健
康
、
経
済
、
環
境
、
法
、
政
治
に
区
分
し
、
問
題
点
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
市
民
パ
ネ
ル
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
生
物

分
子
工
学
委
員
会
（Com

m
ission du génie biom

oléculaire: CG
B

）
の
中
立
性
を
保
っ
た
構
成
の
仕
方
、
遺
伝
子
組
換
え
作
物
と
非
遺
伝

子
組
換
え
作
物
を
分
別
し
て
管
理
す
る
流
通
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
あ
る
い
は
遺
伝
子
組
換
え
作
物
に
関
す
る
研
究
は
慎
重
に
行
わ
れ
る
べ

き
、
と
い
っ
た
様
々
な
方
策
・
意
見
を
ま
と
め
て
い
る
。

四
　
一
九
九
八
年
市
民
会
議
に
対
す
る
民
主
主
義
的
観
点
か
ら
の
評
価

　
一
九
九
八
年
市
民
会
議
の
組
織
・
運
営
に
際
し
て
は
、
市
民
が
政
策
決
定
に
関
与
す
る
こ
と
を
、
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
い
か
に
正
当

化
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
市
民
会
議
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
市
民
参
加
を
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
正

当
化
す
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
。
本
章
で
は
、
市
民
参
加
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た

か
、
市
民
参
加
の
進
展
に
つ
い
て
環
境
問
題
を
中
心
に
概
観
す
る
こ
と
で
、
市
民
参
加
の
民
主
的
要
素
を
抽
出
し
、
次
い
で
、
一
九
九
八

年
の
市
民
会
議
で
民
主
的
正
当
性
を
担
保
す
る
た
め
に
採
ら
れ
た
方
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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㈠
　「
市
民
参
加
」
の
進
展

―
環
境
問
題
を
中
心
に

―

1　

公
開
討
論
モ
デ
ル
の
制
度
化

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
市
民
参
加
の
始
ま
り
は
、
一
九
世
紀
の
公
益
宣
言
（déclaration d

’utilité publi

）
47
（

que

）
の
事
前
手
続
と
し
て
の
民
意

調
査
（enquête p

）
48
（

ublic

）
に
見
出
せ
る
。
も
っ
と
も
、
当
時
の
民
意
調
査
は
、
土
地
の
収
用
が
必
要
な
事
業
に
限
ら
れ
て
お
り
、
広
く
環

境
に
影
響
を
与
え
る
事
業
一
般
に
つ
い
て
そ
の
対
象
が
拡
大
し
た
の
は
、
一
九
八
三
年
の
ブ
シ
ャ
ル
ド
ー
法
制
定
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

現
在
、
ブ
シ
ャ
ル
ド
ー
法
自
体
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
各
種
法
典
に
吸
収
さ
）
49
（
れ
、
今
で
は
、
民
意
調
査
が
フ
ラ
ン
ス
で
最

も
一
般
的
な
市
民
参
加
手
続
と
な
っ
て
い
る
。

　
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
、
ボ
パ
ー
ル
化
学
工
場
事
故
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
事
故
、
エ
ク
ソ
ン
バ
ル
デ
ィ
ー
ズ
号

原
油
流
出
事
故
と
い
っ
た
大
規
模
な
産
業
事
故
や
地
球
温
暖
化
に
対
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
の
影
響
へ
の
懸
念
を
背
景
に
、
環
境
問
題

に
対
す
る
市
民
の
意
識
は
高
ま
り
を
見
せ
）
50
（

る
。
そ
れ
に
伴
い
、
各
地
で
社
会
資
本
整
備
に
対
す
る
反
対
運
動
が
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
反
対
運
動
の
な
か
で
、
民
意
調
査
の
手
続
上
の
不
備
、
す
な
わ
ち
民
意
調
査
が
実
施
さ
れ
る
段
階
は
公
益
宣
言
の
直
前
で
あ
り
、

計
画
が
ほ
ぼ
固
ま
っ
た
段
階
に
お
い
て
は
、
計
画
の
変
更
・
中
止
が
困
難
で
あ
る
、
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
一
九
九
二

年
に
こ
れ
ら
の
批
判
に
答
え
る
も
の
と
し
て
ビ
ア
ン
コ
通
達
が
出
さ
れ
、
構
想
段
階
に
お
け
る
住
民
参
加
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
公
開
討
論

が
初
め
て
導
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
五
年
に
は
、
環
境
保
全
強
化
に
関
す
る
法
律
（Loi no 95 -101 du

2
février 1995 relative au 

renforcem
ent de la protection de l

’environnem
ent: 

通
称
、
バ
ル
ニ
エ
法
）
に
よ
り
、
公
開
討
論
全
国
委
員
会
（Com

m
ission nationale de 

débat public: CN
D
P

）
と
い
う
常
設
の
組
織
が
設
立
さ
れ
、
Ｃ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
に
一
定
規
模
事
業
の
構
想
段
階
の
討
議
手
続
で
あ
る
公
開
討
論
の

開
催
請
求
受
理
に
関
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。
ビ
ア
ン
コ
通
達
に
基
づ
く
公
開
討
論
の
参
加
者
が
、
調
整
知
事
が
選
択
す
る
政
治
・
経

済
・
社
会
的
責
任
者
や
団
体
代
表
者
に
限
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
バ
ル
ニ
エ
法
の
下
で
は
、
原
則
と
し
て
誰
で
も
公
開
討
論
に
参
加
で
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き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
都
市
計
画
な
い
し
環
境
問
題
の
領
域
で
は
、
先
述
し
たBlondiaux

の
三
類
型
の
う
ち
、
公
開
討
論
モ
デ
ル
が
進

展
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
、
一
九
九
八
年
、
時
の
首
相Jospin

に
よ
り
、
大
規
模
事
業
の
公
益
性
の
評
価
法
改
善
に
関
す
る
諮
問
を
受
け
た
国
務
院
は
、

法
定
プ
ロ
セ
ス
の
上
流
だ
け
で
は
な
く
、
プ
ロ
セ
ス
全
体
に
わ
た
っ
て
情
報
開
示
及
び
公
衆
と
の
協
議
を
行
う
こ
と
の
必
要
性
を
示
唆
す

る
内
容
の
報
告
書
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
提
案
は
、
近
接
民
主
主
義
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
二
月
二
七
日
の
法
律
（Loi n

o 2002 -276 

du
27 février 2002 relative à la dém

ocratie de proxim
ité

）
の
第
4
編
「
大
規
模
計
画
の
策
定
へ
の
公
衆
の
参
加
に
つ
い
て
」（D

e la 

participation du public à l
’élaboration des grands projets

）
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
ま
た
、「
近
接
性
」
の
観
点
か
ら
、
一
般
の
市
民
と
の

協
議
の
他
に
、
国
の
他
機
関
、
地
方
自
治
体
、
関
係
団
体
な
ど
公
共
団
体
間
の
協
議
も
組
み
込
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ま
で
は
国
の
了

承
を
要
し
て
い
た
民
意
調
査
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
体
が
独
自
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
、「
市
民
参
加
」
の
地

方
分
権
化
、
あ
る
い
は
地
域
民
主
主
義
の
契
機
が
見
出
せ
る
。

2　

市
民
参
加
の
民
主
的
要
素

　
市
民
参
加
制
度
の
進
展
に
伴
い
、
参
加
民
主
主
義
の
概
念
も
よ
り
体
系
化
さ
れ
て
い
る
。
参
加
民
主
主
義
は
、
代
表
制
民
主
主
義
の
危

機
的
状
況
に
際
し
て
、
そ
の
限
界
性
批
判
の
言
説
と
し
て
一
九
七
〇
年
頃
か
ら
利
用
さ
れ
始
め
、
代
表
制
民
主
主
義
を
補
正
・
補
完
す
る

機
能
面
に
重
点
を
置
い
て
論
じ
ら
れ
）
51
（
た
。
中
田
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
参
加
の
概
念
は
、
経
済
領
域
に
ル
ー
ツ
が
あ
り
、

「
参
加
」
と
は
「
労
働
者
に
よ
る
経
営
参
加
」
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
参
加
概
念
は
、de G

aulle

大
統
領
が
提
案
し
た
一
九
六

九
年
の
国
民
投
票
法
案
の
否
決
を
転
機
に
、
代
表
制
民
主
主
義
に
対
す
る
限
界
性
批
判
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
参
加
の
目
的

や
手
段
は
極
め
て
多
様
化
し
て
い
っ
た
。
都
市
計
画
や
環
境
問
題
に
関
し
て
大
き
な
進
展
を
遂
げ
た
こ
と
は
、
先
に
言
及
し
た
と
お
り
で

あ
る
。
近
年
、
参
加
概
念
の
適
用
領
域
は
さ
ら
に
拡
大
し
、
二
〇
〇
七
年
の
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
選
挙
で
は
、
社
会
党
のSégolène Royal
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候
補
が
、「
市
民
参
加
型
の
民
主
主
義
」
を
掲
げ
、
圧
倒
的
な
支
持
で
大
統
領
選
挙
候
補
者
と
し
て
選
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
般
社
会
に

よ
り
身
近
な
政
治
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
、
多
く
の
市
民
、
党
員
の
共
感
を
得
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
）
52
（

る
。
以
下
で
紹
介
す
る

M
ocellin

の
参
加
民
主
主
義
に
つ
い
て
の
考
）
53
（
察
は
、
大
統
領
選
挙
や
地
方
選
挙
を
中
心
と
し
た
国
政
選
挙
に
つ
い
て
の
議
論
の
中
で
主

張
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
方
分
権
化
と
地
域
民
主
主
義
に
関
す
る
議
論
が
中
核
を
占
め
る
が
、
中
田
に
よ
れ
ば
、
参
加
民
主
主
義
の
実

践
の
場
と
し
て
「
地
域
」
に
主
眼
を
置
く
と
き
、
地
域
民
主
主
義
と
よ
ば
れ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
参
加
民
主
主
義
一
般
に
適
用
可

能
と
考
え
る
。

　
参
加
民
主
主
義
は
、
公
開
討
論
や
意
思
決
定
へ
の
市
民
の
関
与
を
拡
大
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
政
治
的
言
説
に
中
味
が
な
い
こ
と
を
隠
す
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
い
か
、
無
数
の
対
立
軸

を
提
示
す
る
こ
と
は
決
定
そ
の
も
の
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
市
民
社
会
か
ら
発
さ
れ
た
意
見
は
、
客
観
的
か
、
そ
れ
と
も
個

人
や
圧
力
団
体
の
利
益
を
反
映
し
た
も
の
か
、
と
い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
う
）
54
（
る
。M

ocellin

は
、
一
方
で
、
民
主
主
義
の
プ
ロ
セ
ス
の
構

造
に
関
し
て
は
、
市
民
の
あ
ら
ゆ
る
意
見
が
効
果
的
に
精
査
さ
れ
平
等
主
義
に
か
な
う
こ
と
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
保
障
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
他
方
で
、
地
域
的
討
論
を
も
た
ら
す
分
権
化
さ
れ
た
参
加
型
ア
プ
ロ
ー
チ
の
実
施
に
関
し
て
は
、
よ
り
広
い
範
囲
で
問
題

を
取
り
扱
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

　M
ocellin

に
よ
れ
ば
、「
参
加
」
は
、
今
日
の
民
主
主
義
に
お
い
て
、
市
民
が
意
思
形
成
過
程
に
結
び
付
け
ら
れ
（《associé

》）、
あ
る

計
画
に
つ
い
て
討
論
す
る
や
り
方
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
方
法
論
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
超
え
て
よ
り
政
治
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
ま
で
高

ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
。
以
下
は
、
都
市
計
画
法
に
代
表
さ
れ
る
市
民
参
加
の
手
続
き
に
つ
い
て
考
え
る
の
が
最
も
理
解
し
や
す
い
が
、 

M
ocellin

が
抽
出
し
た
参
加
民
主
主
義
の
四
つ
の
要
素
で
あ
る
。
ま
ず
、
参
加
プ
ロ
セ
ス
全
体
に
関
す
る
事
前
の
情
報
提
供

（inform
ation

）
で
あ
る
。
取
り
扱
う
テ
ー
マ
の
理
解
に
必
要
な
基
本
的
事
項
が
、
参
加
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
る
メ
ン
バ
ー
に
知
ら
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。
次
に
、
調
査
・
聴
取
（consultation

）
で
あ
る
。
土
地
収
用
法
に
定
め
る
民
意
調
査
（enquêtes publiques

）
で
使
わ
れ
る
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実
践
的
な
手
法
で
あ
り
、
民
意
調
査
員
は
、
事
前
に
、
意
見
収
集
の
過
程
で
、
市
民
の
期
待
や
要
求
に
つ
い
て
も
聴
取
す
る
。
そ
し
て
、

協
議
（concertation

）
で
あ
る
。
都
市
計
画
決
定
前
の
事
前
の
協
議
（
コ
ン
セ
ル
タ
シ
オ
ン
：
狭
義
の
協
議
）
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
法

に
規
定
が
あ
る
。
広
義
の
協
議
は
、
公
開
討
論
に
よ
る
手
法
も
含
む
。
最
後
に
、
協
働
（co-élaboration

）
で
あ
る
。
例
え
ば
、
環
境
影

響
評
価
に
関
す
る
手
続
き
の
中
で
も
、
最
新
の
知
見
等
に
つ
い
て
適
切
な
環
境
保
全
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
市
民
や
事
業
者
な
ど
す

べ
て
の
主
体
が
協
働
し
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㈡
　「
市
民
会
議
」
の
民
主
的
正
当
性

　
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
一
九
九
八
年
市
民
会
議
の
組
織
・
運
営
に
際
し
て
は
、
市
民
が
政
策
決
定
に
関
与
す
る
こ
と
を
、
民
主
主
義
の

観
点
か
ら
い
か
に
正
当
化
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。D

aniel Boy

は
、
市
民
会
議
が
代
表
民
主
制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と

は
全
く
異
な
る
手
続
き
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
、
市
民
パ
ネ
ル
の
人
数
の
少
な
さ
は
「
代
表
」
と
表
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
問
題
点
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
市
民
会
議
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
運
営
委
員
会
の
構
成
員
に
つ
い
て
も
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ

Ｓ
Ｔ
の
現
構
成
員
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
こ
と
を
、
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
疑
問
視
し
て
い
る
。Boy

は
、「
参
加
民
主
主
義
の
実
践
」

と
し
て
市
民
参
加
を
紹
介
し
な
が
ら
も
、「
代
表
制
民
主
主
義
」
を
中
心
と
す
る
民
主
主
義
観
に
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
回
答
の
手
法
は
、
市
民
会
議
を
代
表
の
概
念
で
構
築
す
る
か
、
市
民
会
議

を
代
表
制
民
主
主
義
で
は
な
く
参
加
民
主
主
義
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。Boy

は
、
運
営
委
員
会
や
市
民
パ
ネ
ル

の
選
定
の
方
法
な
ど
、
市
民
会
議
の
組
織
・
運
用
に
あ
た
っ
て
特
に
留
意
さ
れ
た
点
を
、
分
析
的
に
評
価
し
、「
代
表
制
民
主
主
義
を
刷

新
す
る
手
段
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
）
55
（
み
」
て
い
る
。
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1　

市
民
会
議
を
民
主
的
に
正
当
化
す
る
た
め
の
試
み
・
運
用

　Boy

は
、
現
代
の
民
主
主
義
は
基
礎
的
合
意
（convention de base

）
に
基
づ
き
、
代
表
者
（
代
表
団
）
の
合
意
は
、
純
粋
な
擬
制

（pure fiction

）
か
ら
成
り
、
民
主
主
義
の
制
度
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
必
然
的
に
縮
小
さ
れ
た
人
数
で
選
ば
れ
た
代
表
に
、
社
会
に
代
置

し
て
機
能
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
うPierre Rosanval

）
56
（

lon

に
言
及
し
、
そ
れ
を
一
旦
は
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、
社
会

体
（le corps social
）
の
多
様
性
は
選
ば
れ
た
少
数
の
代
表
者
に
よ
っ
て
は
正
確
に
は
代
表
し
き
れ
な
い
こ
と
を
、
新
た
な
方
策
を
模
索

す
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
代
表
の
困
難
さ
、
代
表
の
危
機
あ
る
い
は
そ
の
機
能
不
全
は
、
憲
法
学
の
重
要
な
関
心
で
あ
り

続
け
て
き
た
が
、
他
方
で
、
そ
れ
ら
の
議
論
の
数
々
は
、
反
射
的
に
で
は
あ
る
が
、
代
表
制
民
主
主
義
の
盤
石
の
地
位
を
証
明
し
続
け
て

も
い
る
。
本
稿
は
、Boy

の
論
に
沿
っ
て
、
市
民
会
議
を
代
表
制
民
主
主
義
と
は
異
な
る
民
主
主
義
観
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
を
試

み
、
ま
た
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
い
規
範
形
成
・
政
策
決
定
の
途
を
提
示
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
が
、
そ
れ
は
、
代
表
制
民
主
主

義
の
頽
廃
を
望
む
も
の
で
は
な
い
。

　Boy

の
分
析
に
よ
れ
ば
、
市
民
会
議
は
、
そ
の
組
織
・
運
営
面
で
、
民
主
的
に
正
当
化
さ
れ
る
。
そ
の
二
つ
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
た

の
が
、
会
議
の
執
行
府
た
る
運
営
委
員
会
と
素
人
（profance

）
か
ら
構
成
す
る
市
民
パ
ネ
ル
で
あ
る
。

　
運
営
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
消
費
者
団
体
の
利
益
を
代
表
す
る
者
で
も
、
環
境
保
護
団
体
の
利
益
を
代
表
す
る
者
で
も
な
く
、
科
学

者
や
法
学
者
、
社
会
学
者
と
い
っ
た
学
際
的
な
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
運
営
委
員
会
の
正
当
性
を
支
え
る
の
は
、
市
民
会
議

の
運
営
の
全
体
、
す
な
わ
ち
、
専
門
家
の
選
定
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
実
施
、
市
民
会
議
の
開
催
に
お
い
て
、
事
後
的
に
検
証
可
能
な
プ
ロ

セ
ス
と
そ
の
質
と
を
保
証
す
る
こ
と
で
あ
り
、
市
民
会
議
の
参
加
者
に
つ
い
て
は
そ
の
多
様
性
を
保
証
す
る
こ
と
で
あ
り
、
会
議
全
体
の

迅
速
な
意
思
決
定
を
可
能
と
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
他
方
、
市
民
パ
ネ
ル
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
正
統
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
第
一
に
、
社
会
と
の
明
白
な
近
接
性
、
第
二
に
、

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
期
間
に
獲
得
さ
れ
た
能
力
、
第
三
に
、
そ
の
中
で
合
意
に
至
る
と
こ
ろ
の
「
市
民
」
プ
ロ
セ
ス
（le processus citoyen

）
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で
あ
る
。

　
第
一
の
正
統
性
は
、
パ
ネ
ル
の
選
定
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
パ
ネ
ル
は
抽
選
で
選
ば
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ネ
ル
は
社
会
的
に
中

立
で
は
な
く
、
各
々
の
文
化
的
関
心
な
い
し
利
益
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
「
代
表
者
」
と
し
て
は

考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
性
別
、
年
齢
、
職
業
、
文
化
、
宗
教
、
出
身
地
等
の
項
目
に
お
い
て
、
な
る
べ
く
フ
ラ
ン
ス
社
会

の
現
状
に
近
接
す
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
。
陪
審
制
に
お
け
る
陪
審
員
の
選
任
に
似
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
第
二
の
正
統
性
は
、
パ
ネ
ル
の
相
対
的
な
能
力
に
基
づ
く
。
知
識
（savoir

）
や
能
力
（com

pétence

）
は
、
民
主
主
義
の
実
践
的
な
組

織
（
の
あ
り
方
）
に
関
す
る
中
核
的
な
課
題
で
あ
る
。
委
任
の
仕
組
み
（le m

écanism
e de la délégation

）
は
、
一
般
市
民
の
理
解
を
超
え

る
諸
問
題
を
引
き
受
け
る
た
め
に
委
任
さ
れ
た
者
の
能
力capacité

に
論
拠
を
求
め
る
。
し
か
し
、
市
民
会
議
の
パ
ネ
ル
と
し
て
選
ば

れ
た
素
人
は
、
能
力
あ
る
者
《com

pétents

》
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
二
回
の
週
末
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（form

ation

）
期
間
が
設
け
ら
れ

た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
、
市
民
パ
ネ
ル
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
テ
ー
マ
に
関
す
る
大
学
教
育
レ
ベ
ル
の
科
学
的
知
見
を
与
え
る
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
、Boy

は
、
専
門
的
な
知
識
とPhilippe Roqueplo

が
い
う
と
こ
ろ
の
「
変
位
し
た
知
識
」《savoirs décalés

》
は

明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
、
医
師
は
、
大
学
で
獲
得
し
、
実
践
に
よ
っ
て
完
成
さ
せ
た
知
識
を
有
す

る
が
、
カ
ル
テ
を
作
成
す
る
の
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
う
、
往
診
す
る
の
に
自
動
車
を
運
転
す
る
、
な
ど
、
他
の
様
々
な
部
分
的
な
知
識

あ
る
い
は
変
位
し
た
知
識
、
す
な
わ
ち
、
最
低
限
の
知
識
を
日
々
実
践
し
て
い
る
。
週
末
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
ね
ら
い
は
、
ま
さ
に
、
パ
ネ

ル
が
専
門
家
と
対
話
を
し
た
り
質
問
を
す
る
の
に
最
低
限
必
要
な
語
彙
や
基
礎
知
識
を
養
成
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

　
第
三
の
正
統
性
は
、
純
粋
に
象
徴
的
な
性
質
（nature

）
で
あ
る
。
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
で
は
な
く
市
民
会
議
の
用
語
を
採
用
し
た
の

は
、「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
と
い
う
用
語
が
、
衝
突
を
避
け
る
代
わ
り
に
当
事
者
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
《consensus m

ou

》（「
緩
や

か
な
合
意
」
の
意
）
の
軽
蔑
的
な
概
念
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
他
方
で
、「
市
民
」
と
い
う
用
語
は
、
共
和
国

の
根
源
的
価
値
を
想
起
さ
せ
る
象
徴
的
な
も
の
で
あ
り
、
素
人
《profanes

》
に
「
市
民
」
と
し
て
の
資
格
を
与
え
る
こ
と
で
、「
市
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民
」
と
し
て
重
大
な
役
目
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
、
象
徴
的
な
正
統
性
で
あ
る
。

2　

意
思
決
定
の
「
合
理
性
」・
意
思
決
定
過
程
の
「
正
当
性
」

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
市
民
参
加
の
発
展
過
程
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
参
加
の
特
徴
に
つ
い
て

言
及
し
よ
う
。
フ
ラ
ン
ス
型
市
民
参
加
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
市
民
参
加
は
、「
意
見
の
一
致
」
を
意
図
し
て
い
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
事
業
な
い
し
活
動
の
意
思
決
定
権
者
が
法
律
で
明
確
に
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
市
民
参

加
」（
こ
こ
で
は
、
後
述
す
る
参
加
民
主
主
義
の
四
要
素
の
う
ち
「
協
議
」
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
）
の
目
的
は
、
市
民
の
様
々
な
意
見
を
聞
く
こ

と
、
情
報
の
共
有
に
よ
っ
て
誤
解
や
憶
測
を
修
正
す
る
こ
と
、
に
置
か
れ
て
い
る
。
市
民
は
、
個
々
人
が
個
々
人
と
し
て
自
ら
の
意
見
を

発
言
す
る
の
で
あ
り
、
譲
歩
や
調
整
に
よ
っ
て
妥
協
点
を
模
索
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。

　
従
っ
て
、
意
思
決
定
は
、
事
業
な
い
し
活
動
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
益
性
が
求
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
意
思
決
定
権
者
が

合
理
性
の
観
点
か
ら
責
任
を
持
っ
て
決
定
を
下
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
古
く
か
ら
、「
公
益
性
は
、
合
理
性

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
合
理
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
厳
密
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
意
思
決
定
に
お
け
る
恣
意
性
を
排
除
す
る
」、
と
考
え
ら
れ

て
き
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
中
央
集
権
的
な
国
家
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
中
央
官
庁
の
職
員
は
、
世
界
で
も
有

数
の
エ
リ
ー
ト
教
育
制
度
を
勝
ち
上
が
っ
て
き
た
も
の
が
大
多
数
を
占
め
る
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
市
民
の
た
め
に
、
公
益
に
関
す
る
重

要
な
意
思
決
定
は
行
政
が
専
門
的
な
見
地
か
ら
責
任
を
持
っ
て
行
う
と
い
う
意
識
が
非
常
に
高
く
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
重
要
な
意
思
決
定
に

一
般
住
民
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
よ
う
な
土
壌
が
長
ら
く
育
た
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
57
（

る
。

　
一
九
九
八
年
市
民
会
議
に
お
い
て
、
運
営
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
選
定
、
運
営
は
ま
さ
に
、
意
思
決
定
の
「
合
理
性
」
と
意
思
決
定
過

程
の
「
正
当
性
」
を
追
求
し
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
大
い
に
正
当
化
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

市
民
パ
ネ
ル
に
よ
る
最
終
文
書
も
、
合
意
の
結
果
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
書
か
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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3　

民
意
調
査
の
手
法
の
応
用

　
一
九
九
八
年
市
民
会
議
は
、
市
民
パ
ネ
ル
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
通
し
て
、
市
民
に
対
す
る
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
市
民
会

議
の
前
段
階
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
オ
ー
プ
ン
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
民
意
調
査
、
市
民
か
ら
の
意
見
の
聴
取
が
な
さ

れ
て
い
る
。
市
民
会
議
そ
れ
自
体
は
、
協
議
及
び
市
民
、
利
害
関
係
人
、
専
門
家
そ
し
て
公
的
機
関
に
よ
る
協
働
の
場
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
参
加
の
民
主
的
要
素
を
充
足
す
る
方
法
で
市
民
会
議
と
そ
の
前
後
の
プ
ロ
セ
ス
が
実
施
さ
れ
た
と
い
え
る
。

五
　
結
び
に
代
え
て

　
日
本
に
お
け
る
市
民
参
加
型
会
議
は
、「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
」
の
文
字
通
り
、
意
見
の
一
致
（
合
意
に
至
る
こ
と
）
を
重
ん
じ
る
。
コ

ン
セ
ン
サ
ス
会
議
で
は
、
市
民
パ
ネ
ル
が
合
意
に
基
づ
い
て
自
ら
市
民
提
案
の
文
書
を
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
た
）
58
（
め
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー

タ
ー
（
進
行
役
）
も
、
参
加
す
る
市
民
パ
ネ
ル
も
、
無
意
識
の
う
ち
に
妥
協
点
を
模
索
し
が
ち
と
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
憂
慮
し
、
忌
避
し

た
、《consensus m

ou

》
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
参
加
は
、
意
見
の
一
致
を
意
図
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
市
民
は
、
個
々
人
が
個
々
人
と
し
て
自
ら

の
意
見
を
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
、
譲
歩
や
調
整
に
よ
っ
て
妥
協
点
を
模
索
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
配
慮
す
る
必
要
が
な
く
、
意
見
を
交

換
す
る
、
あ
る
い
は
闘
わ
せ
る
こ
と
だ
け
に
集
中
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
参
加
モ
デ
ル
は
、「
政
策
決
定
」
で
は
な
く
、「
政
策
決
定

過
程
」
に
参
加
す
る
モ
デ
ル
と
評
価
で
き
る
。

　
本
稿
で
検
討
・
考
察
の
対
象
と
し
て
き
た
参
加
民
主
主
義
と
そ
の
実
践
モ
デ
ル
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
参
加
な
い
し
市
民
会
議
が
、

日
本
に
お
け
る
科
学
技
術
に
関
す
る
規
範
形
成
・
政
策
決
定
の
あ
り
方
に
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
な
り
、
科
学
技
術
と
政
治
・
社
会
・
市

民
の
対
話
が
活
性
化
す
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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（
1
）  

少
な
く
と
も
人
工
生
殖
の
分
野
に
お
い
て
は
、「
法
規
制
な
し
の
秩
序
」
は
崩
壊
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
日
本
産
婦
人
科
学
会
会
告
に
違
反

し
て
生
殖
補
助
医
療
を
行
な
っ
た
医
師
が
、
学
会
を
除
名
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
、
以
下
参
照
。
橳
島
次
郎
、
米
本
昌
平
「
先
進
諸
国
に
お
け
る

生
殖
技
術
へ
の
対
応

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
、
日
本
の
比
較
研
究
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
一
〇
五
六
号
（
一
九
九
四
年
）
一
三
〇
‐
一
三

六
頁
、
山
本
達
彦
「「
統
治
論
」
と
し
て
の
遺
伝
子
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
論

―
専
門
職
集
団
に
よ
る
規
範
定
立
と
司
法
審
査
（
覚
書
） （
遺
伝
情
報
を

め
ぐ
る
問
題
状
況
）」『
慶
應
法
学
』
第
一
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
四
五
‐
七
八
頁
。

（
2
）  
経
済
産
業
省
の
「
平
成
二
一
年
度
環
境
対
応
技
術
開
発
等 

（
バ
イ
オ
事
業
化
に
伴
う
生
命
倫
理
問
題
等
に
関
す
る
研
究
（
ヒ
ト
細
胞
等
の
適
正

な
活
用
を
促
進
す
る
た
め
の
環
境
整
備
に
関
す
る
調
査
研
究
））
報
告
書
」
は
、
採
取
さ
れ
る
組
織
・
細
胞
に
つ
い
て
の
国
内
法
が
不
明
瞭
で
あ

る
こ
と
、
そ
の
結
果
、
機
関
内
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
よ
る
過
剰
な
自
己
規
制
（
審
査
資
料
作
成
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
取
得
な
ど
）

が
働
き
、
臨
床
医
の
協
力
が
得
難
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
国
内
バ
ン
ク
由
来
試
料
の
利
用
が
少
な
い
原
因
の
一
つ
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。

（
3
）  

中
山
茂
樹
「
科
学
技
術
と
民
主
主
義

―
憲
法
学
か
ら
見
た
『
市
民
参
加
』
論
」
初
宿
正
典
ほ
か
『
佐
藤
幸
治
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
　
国
民

主
権
と
法
の
支
配
　
上
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
七
九
頁
以
下
。

（
4
）  

ア
メ
リ
カ
の
新
左
翼
系
学
生
組
織
で
あ
り
、「
産
業
民
主
主
義
連
盟
（League for Industrial D

em
ocracy: LID

）」
を
改
組
し
た
も
の
で
あ

る
。
高
橋
徹
編
『
ア
メ
リ
カ
の
革
命
』（
平
凡
社
、
一
九
七
三
年
）
四
‐
八
頁
。

（
5
）  

従
来
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
支
配
的
な
価
値
体
系
を
根
本
か
ら
批
判
し
、
す
で
に
形
骸
化
し
操
縦
的
と
な
っ
た
代
議
制
民
主
主
義
に
代
わ
っ
て
、

直
接
性
民
主
主
義
の
理
念
に
立
脚
し
た
「
参
加
民
主
主
義
」
を
確
立
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
6
）  

「
仮
に
い
ま
世
界
中
で
政
治
革
命
が
進
行
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
参
加
の
噴
出
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
」
一
九
六
三
年
の
著
作
の
中

で
、
Ｇ
・
Ａ
・
ア
ー
モ
ン
ド
と
Ｓ
・
ヴ
ァ
ー
バ
は
、「
普
通
の
人
間
」
が
政
治
シ
ス
テ
ム
へ
の
参
加
を
要
求
す
る
当
時
の
「
政
治
的
変
動
」
を
表

し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。G

abriel A. Alm
ond and Sidney Verva, The Civic Culture: Political A

ttitudes and D
em
ocracy in Five 

N
ations, Princeton U

niversity Press, 1963.

邦
語
訳
と
し
て
、
Ｇ
・
ア
ー
モ
ン
ド
、
Ｓ
・
ヴ
ァ
ー
バ
著
、
石
川
一
雄
ほ
か
訳
『
現
代
市
民
の

政
治
文
化
：
五
カ
国
に
お
け
る
政
治
的
態
度
と
民
主
主
義
』（
勁
草
書
房
、
一
九
七
四
年
）
三
頁
。

（
7
）  

丸
山
正
次
「
参
加
民
主
主
義
理
論
の
可
能
性
㈠

―
Ｆ
・
フ
ィ
ル
マ
ー
『
民
主
化
の
戦
略
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
法
學
研
究
』（
二
〇
〇
五
年
）
第

五
八
巻
第
七
号
四
六
頁
。

（
8
）  

丸
山
・
前
掲
注
（
7
）
五
二
頁
。

（
9
）  

篠
原
一
『
市
民
参
加
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
四
頁
。
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（
10
）  Benjam

in R. Barber, Strong dem
ocracy, U

niversity of California Press, 1984.

邦
語
訳
と
し
て
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
Ｒ
・
バ
ー
バ
ー
著
、

竹
井
隆
人
訳
『
ス
ト
ロ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
：
新
時
代
の
た
め
の
参
加
政
治
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
11
）  

広
岡
守
穂
「
参
加
民
主
主
義
の
一
問
題

―
キ
ャ
ロ
ル
・
ペ
イ
ト
マ
ン
著
『
政
治
的
義
務
』（Carole Patem

an, The Problem
 of Political 

O
bligation: A

 Critical A
nalysis of Liberal Theory, Chichester, N

ew
 York, Brisbane, Toronto, 1979

）
を
め
ぐ
っ
て
」『
法
學
新
報
』

（
一
九
八
〇
年
）
第
八
七
巻
第
七
・
八
号
二
二
八
頁
。

（
12
）  
丸
山
・
前
掲
注
（
7
）
四
八
頁
。

（
13
）  Carol Patem

an, Participation and D
em
ocratic Theory, 1970, Cam

bridge U
niversity Press.

邦
語
訳
と
し
て
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ペ
イ
ト

マ
ン
著
、
寄
本
勝
美
訳
『
参
加
と
民
主
主
義
理
論
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
七
年
）。

（
14
）  

広
岡
・
前
掲
注
（
11
）
二
三
〇
頁
。

（
15
）  

後
述
す
る
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
が
プ
レ
ス
関
係
者
に
向
け
て
最
初
に
提
出
し
た
文
書
に
よ
れ
ば
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
は
、「
代
表
民
主
制
に
お
い
て
、

政
治
的
責
任
（
指
導
）
者
（les responsables politiques

）
は
、
人
口
の
残
り
に
対
し
て
説
明
者
（éclaireur

）
と
し
て
の
役
割
を
し
ば
し
ば

負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
、
あ
る
選
択
の
実
際
の
内
容
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
（éclairé

）
者
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
コ
ン
セ
ン
サ

ス
会
議
あ
る
い
は
市
民
会
議
及
び
公
開
討
論
を
組
織
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
政
治
的
責
任
者
が
採
る
べ
き
あ
る
決
定
の
重
要
性
と

複
雑
性
を
政
治
的
責
任
者
自
身
に
自
覚
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
、「
発
言
や
情
報
が
し
ば
し
ば
特
殊
利
益
を
擁
護
す
る
諸
団
体
に
専

有
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
主
題
に
つ
い
て
真
の
公
開
討
論
の
場
を
創
る
こ
と
に
寄
与
す
る
」
こ
と
を
、
市
民
会
議
の
目
的
と
し
て
い
る
。

（
16
）  C. B. M

acpherson, Principes et Lim
ites de la dém

ocratie libérale, Paris, La D
écouverte, 1985 （1

er éd. 1977

）.

（
17
）  BEN

JAM
IN
 R. Barber, Strong D

em
ocracy ‒ Participatory Politics for a N

ew A
ge, U

niversity of California Press, Berkeley 
Los Angeles London, 1984.

邦
語
訳
と
し
て
、
Ｂ
．
Ｒ
．
バ
ー
バ
ー
著
、
竹
井
隆
人
訳
『
ス
ト
ロ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

―
新
時
代
の
た

め
の
参
加
政
治
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）。Barber
の
参
加
民
主
主
義
論
を
手
が
か
り
に
現
代
の
共
和
主
義
理
論
に
お
け
る
政
治

的
自
由
の
意
味
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
中
村
隆
志
「
共
和
政
治
と
参
加
民
主
主
義

―
Ｂ
．
Ｒ
．
バ
ー
バ
ー
の
議
論
を
手
が
か
り
に

―
」

『
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』（
二
〇
一
〇
年
）
第
八
五
号
四
九
‐
七
三
頁
。

（
18
）  Loïc Blondiaux, Le nouvel esprit de la dém

ocratie ‒ A
ctualité de la dém

ocratie participative, Seuil, 2008, pp. 43 -44.

（
19
）  Ibid., pp. 49 -62.

（
20
）  Ibid., pp. 51 -52.

ポ
ル
ト
・
ア
レ
グ
レ
市
の
参
加
型
予
算
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
出
岡
直
也
「
第
七
章
　
参
加
型
予
算
（
ブ
ラ
ジ
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ル
、
ポ
ル
ト
・
ア
レ
グ
レ
市
）

―
大
規
模
政
治
体
に
お
け
る
民
衆
集
会
的
政
治
の
可
能
性
」
篠
原
一
編
『
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
挑
戦

―
ミ

ニ
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
が
拓
く
新
し
い
政
治
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
一
四
七
‐
一
七
五
頁
。

（
21
）  Blondiaux, op.cit., pp. 53 -57.

（
22
）  Ibid., pp. 57 -58.

市
民
陪
審
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
榊
原
秀
訓
「
第
4
章
　
市
民
陪
審

―
証
言
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
討
議
」

篠
原
・
前
掲
注
（
20
）
八
一
‐
九
八
頁
。

（
23
）  
小
林
傳
司
『
ト
ラ
ン
ス
・
サ
イ
エ
ン
ス
の
時
代
：
科
学
技
術
と
社
会
を
つ
な
ぐ
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
一
八
四
頁
。

（
24
）  D

aniel Boy, D
om
iniaue D

onnet Kam
el, Philippe Roqueplo, U

n exem
ple de dém

ocratie participative: la « conférence de 
citoyens » sur les organism

es génétiquem
ent m

odifiés In: Revue française de science politique, 50e année, n
o 4 -5, 2000. pp. 

779 -810.

（
25
）  

Ｄ
Ｂ
Ｔ
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
三
上
直
之
「
デ
ン
マ
ー
ク
技
術
委
員
会
（
Ｄ
Ｂ
Ｔ
）
の
「
廃
止
」
と
そ
の
背
景
」『
科
学
技
術
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
第
一
一
巻
（
二
〇
一
二
年
）
七
四
‐
八
二
頁
、
若
松
征
男
「
デ
ン
マ
ー
ク
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議

―
科
学
と
社
会
を
ど
う
つ

な
ぐ
か
（
メ
デ
ィ
ア
と
科
学
技
術
〈
特
集
〉）」『
科
学
技
術
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
二
巻
第
二
号
（
一
九
九
三
年
）
二
二
‐
二
四
頁
。

（
26
）  Blondiaux, op.cit., p. 58.

（
27
）  

吉
澤
剛
「
日
本
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト

―
概
念
と
歴
史
の
再
構
築
」『
社
会
技
術
研
究
論
文
集
』
第
六
号
四
二
‐
五
七
頁
。

（
28
）  

平
川
秀
幸
「
責
任
あ
る
研
究
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
考
え
方
と
国
内
外
の
動
向
」
文
部
科
学
省
安
全
・
安
心
科
学
技
術
及
び
社
会
連
携
委
員
会

第
七
回
二
〇
一
五
年
四
月
一
四
日
（http://w

w
w.m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/gijyutu/gijyutu2/064/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2015/ 
07/10/1359391_04.pdf

）。

（
29
）  

二
〇
一
六
年
八
月
現
在
、
加
盟
機
関
は
一
三
、
準
加
盟
機
関
は
五
に
拡
大
し
て
い
る
（http://w

w
w.eptanetw

ork.org/

）。

（
30
）  

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
高
速
増
殖
炉
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
洩
事
故
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
専
門
家
や
政
府
に
対
す
る
不
信
感
が
募
り
、
情
報
公
開
を
求

め
る
圧
力
も
か
か
っ
て
い
る
。

（
31
）  

一
九
八
三
年
設
立
の
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ
を
嚆
矢
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
議
会
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（Pariam

entary 
Technology Assessm

ent: TA

）
が
設
立
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
、
一
九
七
二
年
に
米
国
連
邦
議
会
に
設
置
さ
れ
た
技
術
評
価
局

（O
ffice of Technology Assessm

ent: O
TA

）
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。

（
32
）  Rapport de M

. Rausch, au nom
 de la com

m
ission des affaires économ

iques, n
o 82 （1982 -1983

）, Sénat, p. 3.
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（
33
）  Textes relatifs à la creation de l

’office.

議
会
の
運
営
に
関
す
る
一
九
五
八
年
一
一
月
一
七
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
八
‐
一
一
〇
〇
号

（
一
九
八
三
年
七
月
八
日
の
法
律
第
八
三
‐
六
〇
九
号
及
び
二
〇
〇
〇
年
二
月
一
六
日
の
法
律
第
二
〇
〇
〇
‐
一
二
一
号
に
よ
る
改
正
）。

（
34
）  Rapport au nom

 de l

’office parlem
entaire d

’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur le Principe d

’Innovation, 
n
o 2409 （2014

）, Assem
blée N

ationale, n
o 133 （2014

）, Sénat, p. 15.
（
35
）  Ibid., p. 12.

（
36
）  M

. Jean-Yves LE D
ÉAU

T, M
m
e Catherine PRO

CACCIA, Étude de faisabilité de la saisine sur « Les enjeux économ
iques et 

environnem
entaux des biotechnologies à la lum

ière des nouvelles pistes de recherche », la com
m
ission du développem

ent 
durable de l

’Assem
blée nationale, 11 février 2015.

（
37
）  M

. D
aniel CH

EVALLIER, Rapport sur « Les apprications des biotechnologie à l

’agriculture et à l

’industrie agro-alim
entaire »,  

O
ffice parlem

entaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, 12 décem
bre 1990.

（
38
）  M

. Jean-Yves LE D
ÉAU

T, Rapport sur « D
e la connaissance des genes à leur utilisation-Prem

ière partie: L

’utilisation des 
organism

es génétiquem
ent m

odifiés dans l

’agriculture et dans l

’alim
entation », O

ffice parlem
entaire d

’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, 8 juillet 1998.

（
39
）  

早
川
美
也
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
Ｇ
Ｍ
Ｏ
栽
培
規
制
（
一
九
九
六
―
二
〇
〇
八
年
）
の
政
治
過
程
：
食
品
安
全
問
題
と
環
境
問
題
の
イ

シ
ュ
ー
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
」『
上
智
法
學
論
集
』
第
五
二
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
一
五
‐
一
六
三
頁
。

（
40
）  O

p.cit. 5., p. 780.

（
41
）  

早
川
・
前
掲
注
（
39
）
一
三
二
頁
。

（
42
）  O

p.cit. 5., p. 782.

（
43
）  l

’ordonnance n

° 58 -1100 du 17 novem
bre 1958 relative au fonctionnem

ent des assem
blées parlem

entaires （m
odifiée par les 

lois n
os 83 -609 du 8 juillet 1983 et 2000 -121 du 16 février 2000

）.

（
44
）  O
p.cit., 18. 

（
45
）  Ibid., p. 783.

市
民
パ
ネ
ル
の
構
成
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。Claire

（
女
性
、
二
九
歳
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
経
営
責
任
者
、

Yvelines

）、M
ichel

（
男
性
、
三
二
歳
、
養
豚
業
者
、Cotes-d

’Arm
or

）、Francine

（
女
性
、
五
〇
歳
、
銀
行
員
、Vaucluse

）、Evelyne

（
女
性 

、
三
〇
歳
、
主
婦
、H

aute-G
aronne

）、M
ichel

（
男
性
、
四
九
歳
、
歯
科
技
工
士
、Côte-d

’Or

）、Brigitte

（
女
性
、
四
四
歳
、
主
婦
、
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Ille-et-V
ilaine

）、Claire

（
女
性
、
二
四
歳
、
書
店
員
、Pas-de-Calais

）、M
arc

（
男
性
、
三
二
歳
、
保
険
調
査
員
、H

aute-V
ienne

）、

Jean-M
ichel

（
男
性
、
四
八
歳
、
経
営
管
理
者
、H

auts-de-Seine

）、François

（
男
性
、
二
〇
歳
、
政
治
学
部
の
学
生
、Isère

）、M
ireille

（
女
性
、
五
八
歳
、
退
職
者
、N

ord

）、G
illes

（
男
性
、
三
八
歳
、
営
業
員
、Rhône

）、G
eorges

（
男
性
、
五
九
〇
歳
、
額
縁
職
人
、Bas-

Rhin

）、Friedel

（
男
性
、
五
四
歳
、
穀
物
農
業
者
、Bas-Rhin

）.
（
46
）  
早
川
・
前
掲
注
（
39
）
一
三
六
頁
。

（
47
）  
公
益
宣
言
と
は
、
公
用
収
用
法
典
（Code de l

’expropriation pour cause d

’utilité publique

）
で
定
め
ら
れ
て
い
る
行
政
手
続
で
あ
り
、

当
該
宣
言
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
事
業
の
公
共
性
が
認
め
ら
れ
、
土
地
の
収
用
が
可
能
と
な
る
。
公
益
宣
言
は
、
民
意
調
査
委
員
の

意
見
を
踏
ま
え
、
公
益
認
定
権
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
民
意
調
査
委
員
の
意
見
は
あ
く
ま
で
配
慮
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
民
意
調
査
委
員
会
の

「
賛
成
」
が
公
益
宣
言
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
公
益
認
定
権
者
は
、
首
相
、
そ
の
他
の
大
臣
、
県
知
事
の
い
ず
れ
か
で
あ
る

（
公
用
収
用
法
典
第
Ｌ
．
一
一
‐
二
条
）。
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
資
料
。

（
48
）  

土
地
収
用
か
ら
の
財
産
権
保
障
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
、
土
地
収
用
手
続
及
び
そ
の
補
償
に
関
す
る
一
八
一
〇
年
三
月
八
日
の
法
律

（La loi du 8 m
ars 1810: la procédure d

’expropriation et les indem
nités prévues

）
が
基
礎
と
な
っ
て
お
り
、
公
益
宣
言
の
事
前
手
続

と
し
て
民
意
調
査
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
公
用
収
用
に
関
す
る
一
八
三
三
年
七
月
七
日
の
法
律
（La loi du 7 juillet 1833 sur l

’expropriation 
pour cause d

’utilité publique

） （
一
九
五
九
年
の
改
正
に
よ
っ
て
補
完
）
に
お
い
て
で
あ
る
。

（
49
）  

例
え
ば
、
公
衆
衛
生
法
典
第
Ｌ
．
一
三
二
二
‐
三
条
は
、
ミ
ネ
ラ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
水
源
に
つ
い
て
公
益
宣
言
が
で
き
る
旨
規
定
す
る
。
要

求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
民
意
調
査
に
附
さ
れ
、
そ
の
際
に
は
、
公
用
収
用
法
典
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
（
同
第
Ｒ
．
一
三
二
二
‐
一
八
条
）。

公
益
宣
言
さ
れ
た
水
と
し
て
、
ヴ
ィ
シ
ー
セ
レ
ス
タ
ン
が
有
名
で
あ
る
。

（
50
）  

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
環
境
保
護
は
、
か
つ
て
は
左
派
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。
一
九
六
八
年
の
い
わ
ゆ
る
五
月
革
命
前
後
か
ら
、
環
境

保
護
が
若
者
の
間
で
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
環
境
保
護
活
動
家
が
台
頭
す
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
家
を
指
し
て
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
（écologiste

）

と
い
う
呼
称
が
使
わ
れ
始
め
る
が
、
保
守
派
勢
力
が
政
治
の
世
界
を
牛
耳
っ
て
い
た
こ
の
時
代
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
と
い
え
ば
、
自
然
回
帰
を
主

張
す
る
ヒ
ッ
ピ
ー
か
左
翼
か
ぶ
れ
と
見
ら
れ
、
多
少
揶
揄
を
も
っ
て
使
わ
れ
た
。」
と
い
う
。
一
九
七
〇
年
代
、
八
〇
年
代
と
経
済
産
業
の
発
展

に
伴
い
、
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち
の
運
動
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
が
、
限
ら
れ
た
地
球
資
源
を
も
と
に
「
持
続
可
能
な
発
展
」（développem

ent 
durable

）
を
目
指
す
こ
と
が
有
識
者
の
口
の
端
に
の
ぼ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
門
彬

「『
環
境
憲
章
』
制
定
の
た
め
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
改
正
法
案
」『
外
国
の
立
法
』
第
二
二
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
八
七
‐
九
七
頁
。
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（
51
）  

中
田
晋
自
「
一
九
七
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
地
域
民
主
主
義
」
の
思
想
形
成
：
自
主
管
理
・
参
加
民
主
主
義
と
そ
の
「
地
域
」
に
お

け
る
実
践
を
め
ぐ
っ
て 

」『
地
域
研
究
・
国
際
学
編
』
第
四
五
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
五
‐
四
七
頁
。

（
52
）  

財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
（
パ
リ
事
務
所
）「
二
〇
〇
七
年
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
選
挙
」（http://w

w
w.clair.or.jp/j/forum

/c_report/
pdf/304.pdf

）。

（
53
）  Liam

 Fauchard et Philippe M
ocellin, D

ém
ocratie participative: progrès ou illusions?, L

’Harm
attan, 2009, p. 100 et s.

（
54
）  Ibid.

（
55
）  O

p.cit. 5., p. 801.

（
56
）  Rosanvallon
の
代
表
概
念
に
つ
い
て
、
只
野
雅
人
「
代
表
の
概
念
に
関
す
る
覚
書
⑴
〜
⑷
」『
一
橋
法
学
』
第
一
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）、

一
〇
七
‐
一
二
四
頁
、
同
第
一
巻
第
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）、
同
第
二
巻
第
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
八
九
一
‐
九
二
四
頁
、
同
第
三
巻
第
一
号

（
二
〇
〇
四
年
）
八
三
‐
一
〇
九
頁
を
参
照
。

（
57
）  

山
口
真
司
、
三
浦
良
平
、
鈴
木
温
「
背
景
の
違
い
を
踏
ま
え
た
市
民
参
加
制
度
の
日
仏
比
較
」
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
『
国
土
技
術
政
策

総
合
研
究
所
資
料
』（
二
〇
〇
五
年
）N
o. 245, 

四
一
頁
。

（
58
）  

三
上
直
之
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議

―
市
民
に
よ
る
科
学
技
術
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

―
」
篠
原
・
前
掲
注
（
20
）
三
三
‐
六
〇
頁
。
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小
川　

有
希
子
（
お
が
わ
　
ゆ
き
こ
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会

専
攻
領
域
　
　
憲
法

主
要
著
作
　
　 「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
事
前
配
慮
原
則
の
憲
法
的
位
置
づ
け
と
そ
の
規
範
内
容
に
つ

い
て
の
一
考
察

―
二
〇
〇
八
年
憲
法
院
判
決
を
手
が
か
り
に
し
て

―
」『
法
学

政
治
学
論
究
』
第
一
一
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）

　
　
　
　
　
　 「
フ
ラ
ン
ス
研
究
参
加
者
保
護
法
の
改
正

―
人
間
が
関
与
す
る
研
究
に
関
す
る
二

〇
一
二
年
三
月
五
日
法
律
第
二
〇
一
二
、
三
〇
〇
号

―
」『
慶
應
法
学
』
第
二
九

号
（
二
〇
一
四
年
）


